
前回審議の確認と今回の進め方について

1

資料21



１．前回審議会で出された主なご意見とその対応（方向性）

箇所 ご意見等（要旨） 対応（方向性）

１
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P11

柔軟かつ戦略的な視点から、大
学生のサークル活動などを想定し
た学生に対する減額や割引などの
措置は検討しないのか。

⇒

利用者負担の原則（第１の柱）にあるとおり、使用料は利用者にその対価としてお支払いいただくものであり、利用者にとっては金額が低け
れば低いほど喜ばしいものである一方で、経費の不足分は市民全体で負担しなければならないという側面があることから、減免を行う必要性
と利用促進のバランスを考慮する必要があります。学生世代がどのような施設をどのように利用したいと考えているか、施設の立地、設備、サー
ビスの提供、料金設定、PRの手法など、どこにどういったハードルがあるかなど、現状を正確に把握して解決すべき課題を確認する必要がありま
す。稼働率をあげることを考えると学生にもこれまで以上に利用いただきたいと考えています。

これらを踏まえ、学生を対象とした減免措置については、利用者の意見や各施設の利用状況などから必要性を調査研究するとともに、必要性
を確認した際は、効果的な手段を模索した上で利用率向上に向けた工夫を行うこととします。

２
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施設の予約枠が午前・午後・夜
間などの大括りになっているが、１
時間程度の短い時間から予約で
きたほうが利用しやすい。
基本方針の事務局改訂案でも

「柔軟な使用料設定・利用方法」
と掲げているため、利用方法の面
からも施設の有効活用につながる
ものがないか検討いただきたい。

⇒
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※ 基本方針の見直しに関連する主なご意見（意見や質疑は除く）のみを記載しています。
また、前回審議会以降、メール等での個別意見提出はありませんでした。

利用時間区分の見直しについては、いただいたご意見のとおり、各施設の利用者
の意見や市民ニーズをとらえ、多様な世代がさまざまな用途で利用できる柔軟な
施設運営が必要だと考えます。
また、近年、高齢化や人材不足といった社会的背景や利用者の利便性向上を図

ることを目的に、入退場の管理にスマートロック（ドアに取り付けた機器本体とスマー
トフォンやICカードなどの認証ツールを組み合わせて施解錠するシステム）を導入す
るなど、施設の運営管理にデジタル技術を活用する自治体も見受けられます。
これらを踏まえ、「市民ニーズのみならず時代や社会状況の変化にあわせた利用
方法の工夫による柔軟な施設運営に取り組む」ことを追記し、利用時間区分につ
いても、引き続き庁内で検討していきます。

■追記文面（案）
（２）柔軟な使用料設定 ・利用方法
施設の有効活用の視点から、施設管理者は、以下に掲げる範囲の中で、 施設

の状況に応じて、柔軟に使用料や利用方法を設定するよう、積極的な検討を行う
ものとします。また、最適な市民サービスを提供していくために、時代や社会状況の
変化や市民ニーズをとらえた利用方法の工夫により柔軟な施設運営に取り組みま
す。 - 以下省略 -

▼記載箇所イメージ（赤字部分）



２．今後の使用料等審議会について（予定）
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開催時期 主な議題・検討箇所など 備考

第１回
（11月28日）

● 諮問・会長の選出
● 審議会の進め方について
● 事務局改訂案の概要説明

第２回
（1月8日）

● 第１の柱「利用者負担の原則」について
● 第２の柱「共通的な算定ルールの確立」について

第３回
（2月14日）

● 第３の柱「柔軟で戦略的な料金設定・利用方法」について
● その他事項について

第４回
（3月18日）

●第２～３回における意見を踏まえた見直し案について

第５回
（4月24日）

● 答申案の確認 ● これまでの審議を踏まえ、答申案の確認を行う

●令和６年度使用料等審議会の進め方・スケジュール（予定）

済

済

済

（※ 審議会は５回で終了予定。市長答申は５月１５日（木）に実施予定）

済



R６年度 R7年度 R8年度 R９年度

上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期

基本方針
の見直し

（R6年7月から
約14か月）

使用料
改定

（R7年10月から
約24か月）

審議会
（5回）

９
月

条
例
施
行

4

月

施
設
予
約
開
始

各課見直し作業
（R7.9月-Ｒ8.5月）

庁内
検討

答
申

３
月
議
会
報
告

（
進
捗
報
告
）

パ
ブ
コ
メ

9

月
議
会
報
告

（
検
討
開
始
の
報
告
）

6

月
議
会
報
告

（
答
申
内
容

報
告
・

パ
ブ
コ
メ
案

報
告
）

9

月
議
会

（
条
例
改
正
案
を
上
程
・
議
決
）

決
定

9

月
議
会
報
告

（
方
針
決
定

報
告
）

3

月
議
会
報
告

（
見
直
し
中
間
案
を
報
告
）

市民周知期間
（R8.9月-Ｒ9.9月）

6

月
議
会
報
告

（
見
直
し
最
終
案
を
報
告
）

意見聴取
（各種委員会等）

事前
準備

新使用料
の

運用開始
（R9.10月～）

【参考】前回見直しの主な事項 検討期間：約8か月

●平成28年10～翌3月：審議会検討
●平成29年4月：審議会答申
●平成29年5月：基本方針の決定

【参考】前回見直しの主な事項 検討期間：約23か月

●平成30年5月：検討開始（各課へ依頼）
●平成31年2月：最終案を行革本部で確認
●平成31年3月：議会報告（最終案）
●令和 元年6月：条例案の上程・議決
●令和 2年4月：条例施行

8

月
29

日
行
革
本
部

（
基
本
方
針
案

協
議
）

2

月
21

日
行
革
本
部

（
進
捗
報
告
）

４-

5

月
行
革
本
部

（
答
申
報
告
・

パ
ブ
コ
メ
案
決
定
）

12

月
11

日
議
会
報
告

（
委
員
の
決
定
等
）

1-
2

月
行
革
本
部

（
見
直
し
中
間
案
を
協
議
）

5

月
行
革
本
部

（
見
直
し
最
終
案
を
協
議
）

11

月
14

日
行
革
本
部

（
基
本
方
針
案

再
協
議
）

7

月
18

日
行
革
本
部

（
方
向
性
を
協
議
）

済 済 済 済 済

２．今後の使用料等審議会について（予定）
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審議会開催が、4月まで
かかる見込みとなったため、

当初予定していた
2月の庁内報告、

3月の議会報告は実施せず。


